
 

 

大分大学理工学部直轄研究スペース運用規程 

令和７年４月１日制定 

令和７年理工学部規程第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学の施設の有効利用に関する規程（平成２０年規程第

６号）第２条第２項の規定により，施設の有効活用を促進し，もって理工学部（以下「本学部」

という。）の研究活動の活性化に資するため，学部長が直轄管理する研究スペース（以下「直

轄スペース」という。）の運用に関し必要な事項を定める。 

 

（直轄スペースの確保） 

第２条 学部長は，職員が利用中の研究室，実験室等について，適宜，本学部内のプログラム，

技術部及び事務部を対象に実地調査及びヒアリングを行い，利用状況を検証し，直轄スペース

の確保に努める。 

 

（申請者の資格） 

第３条 直轄スペースの利用を申請できる者は，直轄スペースを研究活動に利用しようとする者

のうち次の各号に掲げるものとする。 

（１） 法人の職員 

（２） 本学が実施する受託研究，受託事業，共同研究，共同事業，寄附講座及び寄附研究部

門（以下「受託研究等」という。）において，国，地方公共団体，独立行政法人，会社

その他の団体から派遣された教員及び研究員並びに技術者 

（３） その他学部長が適当と認める者 

 

（利用期間） 

第４条 新規で直轄スペースを利用する場合（以下「新規利用」という。）の利用期間は，直轄ス

ペースの利用を開始しようとする日から当該年度の３月３１日までとする。 

２ ２年目以降の利用を継続する場合（以下「継続利用」という。）の利用期間は，当該年度の４

月１日から３月３１日までの１２か月とする。 

３ 継続利用の利用期間の終期は，新規利用の開始から５年目の３月３１日までとする。ただし，

学部長が認める場合は，この限りでない。 

 

（利用の申請） 

第５条 直轄スペースを利用しようとする研究活動の責任者（以下「申請者」という。）は，別に

定める利用許可申請書（以下「利用許可申請書」という。）を新規利用にあっては利用開始日

の２か月前までに，継続利用にあっては利用期間終了日の１か月前までに学部長に提出しなけ

ればならない。 

２ 申請者が実験設備等を設置する場合は，申請時に届け出るものとする。 



 

 

 

（利用許可） 

第６条 学部長は，新規利用の利用許可申請書が提出されたときは，大分大学理工学部企画運営

会議（以下「企画運営会議」という。）の議を経て，利用許可の可否を決定する。 

２ 前項の場合において，同一の直轄スペースに対して複数の新規申請があった場合における優

先順位は，第３条第１号から第３号までの順序によるものとする。 

３ 学部長は，継続利用の利用許可申請書が提出されたときは，利用許可の可否を決定し，企画

運営会議に報告するものとする。 

４ 学部長は，直轄スペースの利用を許可するときは，別に定める利用許可書を利用開始希望日

日の１週間前までに申請者に交付する。 

５ 学部長は，利用を許可しないときは，その理由を付して利用開始希望日の１週間前までに申

請者に通知するものとする。 

 

（実験設備等及び電気設備等） 

第７条 実験設備等稼働のため，新たに電気設備，ガス設備，水道設備，通信設備，計量器（以下

「電気設備等」という。）が必要な場合は，直轄スペースの利用を許可された研究活動の責任

者（以下「利用責任者」という。）が設置する。 

２ 実験設備等及び電気設備等にかかる経費は，利用責任者が負担する。 

 

（利用状況の変更） 

第８条 利用責任者は，利用にあたり利用許可申請書の内容に変更が見込まれるときは，改めて

利用許可申請書を学部長に提出し，許可を受けなければならない。 

 

 （許可の取消し） 

第９条 学部長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，利用の許可を取り消すことができる。 

（１） 直轄スペースの有効活用が図られていないと判断される場合 

（２） 利用許可申請書の利用計画と異なる利用を行っている場合 

（３） 直轄スペースを利用する者（以下「利用者」という。）がこの規程に反する利用をし

ている場合 

（４） 直轄スペースにおける事業運営により，本学部の研究活動に支障をきたすおそれがあ

る場合 

２ 利用責任者は，許可が取り消されたときは，直ちに原状回復及び清掃（以下「原状回復等」

という。）を行い，直轄スペースを明け渡さなければならない。 

 

 （立入り） 

第１０条 学部長は，直轄スペースの管理上必要と認めるとき，又は緊急の必要があると認める

ときは，直轄スペースに立ち入り，必要な措置を講ずるものとし，利用者はこれに協力する。 

 

（施設の保全義務） 



 

 

第１１条 利用者は，直轄スペースの利用に当たり，施設を善良なる管理者の注意をもって利用

しなければならない。 

２ 利用者は，学部長から許可を得た場合を除き，直轄スペースの模様替え，鍵の取替えを含む

改造その他原状を変更する行為をしてはならない。 

 

（安全衛生管理） 

第１２条 利用責任者は，直轄スペースの利用に当たり，安全及び衛生のために必要な措置を講

じなければならない。 

 

（立ち入りの禁止） 

第１３条 利用者は，学部長から許可を得た場合を除き，直轄スペース以外の施設に立ち入って

はならない。 

 

（撮影及び配信の禁止） 

第１４条 利用者は，学部長から許可を得た場合を除き，直轄スペース以外の施設の撮影及び配

信を行ってはならない。 

 

（持ち出しの禁止） 

第１５条 利用者は，施設の物品，実験データ（利用者の実験データを除く。）等を持ち出して

はならない。 

 

（年間利用料等） 

第１６条 利用責任者は，直轄スペースの利用に係る年間利用料及び水道光熱費相当額（以下「年

間利用料等」という。）を別表のとおり負担するものとする。ただし，学部長が受託研究，受託

事業，共同事業及び共同研究のうち国，地方自治体，独立行政法人，国立大学法人等との間で

実施する事業において，年間利用料を徴することが適当でないと認める場合は，当該年間利用

料を免除する。 

 

（年間利用料等の支払い手続） 

第１７条 年間利用料等の支払い手続は，次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 第３条第１号に該当する者の年間利用料は，受益者負担による学内予算の振替手続に

より行うものとする。 

（２） 第３条第２号及び第３号に該当する者のうち，年間利用料を受託研究等の研究資金に

より負担する場合は，受益者負担による学内予算の振替手続により行うものとする。 

（３） 第３条第２号及び第３号に該当する者のうち，前号によらない場合は，年間利用料等

は前納とし，所定の支払請求書により指定の期日までに納付するものとする。 

２ 既納した年間利用料等は，返還しないものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当する

場合は，当該各号に定める額を返還する。 

（１） 本学部の都合により直轄スペースの利用を終了させたとき 翌月以降の年間利用料等 



 

 

（２） 天災その他やむを得ないと認めたとき 相当と認める期間の年間利用料等 

 

（利用の報告） 

第１８条 学部長は，利用責任者に対し，直轄スペースの利用に係る成果について，報告を求め

ることができる。 

２ 前項の場合において，利用責任者は，学部長に対し，直轄スペースを使用して行った研究等

に係る論文等の写し又は電子ファイルを学部長に提出しなければならない。 

 

（利用の終了及び明渡し） 

第１９条 利用責任者は，直轄スペースの利用を終了するときは，利用終了日の１か月前までに

別に定める利用終了・明渡し届を学部長に提出し，利用終了日の１週間前までに原状回復等を

行わなければならない。この場合において，原状回復等に係る経費は，利用責任者の負担とす

る。 

２ 利用責任者は，利用終了に際しては，利用期限までに，事務長及び理工学部事務部総務係立

会いの下，現地確認を行った上で直轄スペースを明け渡さなければならない。 

３ 利用責任者は，明渡し後に直轄スペースの鍵を全て返却しなければならない。 

４ 学部長は，利用責任者が利用期限までに直轄スペースを明け渡さない場合は，直轄スペース

の物品等を処分することができる。この場合において，物品等の処分にかかる経費は，利用責

任者の負担とする。 

 

（原状回復等の範囲） 

第２０条 直轄スペースの利用終了又は許可の取消しを受けた場合の原状回復等の範囲は，通常

損耗又は経年劣化によるものを除き，次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 日常の不適切な利用及び管理により施設を毀損した場合の修繕 

（２） 直轄スペースの用法に反した利用により施設を毀損した場合の修繕 

（３） 破損，紛失による鍵の取替え 

（４） 清掃業者による床清掃（ワックスがけを含む） 

（５） 実験設備等の撤去及び設置又は撤去により施設を毀損した場合の修繕 

（６） 電気設備等の撤去及び設置又は撤去により施設を毀損した場合の修繕 

（７） 不用物の搬出及び産業廃棄物処理 

 

（損害賠償） 

第２１条 利用者は，故意又は過失により，施設を滅失又は毀損したときは，損害を賠償しなけ

ればならない。 

 

（年間利用料の活用） 

第２２条 学部長は，徴収した年間利用料を理工学部の教育研究活動に充てるものとする。 

 

（事務） 



 

 

第２３条 直轄スペースに関する事務は，理工学部事務部総務係において処理する。 

 

（雑則） 

第２４条 この規程に定めるもののほか，直轄スペースの利用に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

 

  



 

 

 

別表（第１５条関係） 

年額利用料 

利用責任者 利用内容 利 用 料 

第３条第１号に該当す

る者 

研究に関する活動のうち受託研

究，受託事業，共同研究，共同事業，

寄附講座，寄附研究部門その他こ

れらに準ずる事業 

年額３,０００円/㎡（非課税） 

上記以外の研究に関する活動 無償 

第３条第２号及び第３ 

号に該当する者 

研究に関する活動 年額５,４００円/㎡（課税） 

注１ 利用期間が１年に満たない場合は，月割り計算し，利用期間が１か月を下回る月の日割り

計算を行わないこととする。 

注２ 年間利用料等の支払いを第１７条第１項第３号による場合で，水道光熱費を多量消費する

実験設備等を設置する利用責任者は，年間利用料に加えて計量又は合理的な計算に基づく水

道光熱費相当額を負担するものとする。 


